
船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 引火性液体物質ばら積船 第十二興洋丸 

   船舶番号 １４０１４４ 
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          神子元島灯台から真方位３０５°１.２４海里付近 

          （概位 北緯３４°３５.２５′ 東経１３８°５５.２４′） 

 

 

                       平成２７年１２月３日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                   委   員  小須田   敏 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

 引火性液体物質ばら積船第十二興
こう

洋
よう

丸は、船長ほか５人が乗り組み、霧で視界が制

限された静岡県伊豆半島南端沖を阪神港堺泉北区に向けて西南西進中、貨物船日鋼
にっこう

丸

は、船長ほか４人が乗り組み、千葉県千葉港に向けて東進中、平成２７年４月７日 

０１時３０分ごろ、静岡県下田市神子元島北西方沖において、両船が衝突した。 

 第十二興洋丸には、船首に破口を伴う凹損が生じ、日鋼丸には、左舷船尾部に亀裂

を伴う凹損が生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 

 



＜原因＞ 

 本事故は、霧で視界が制限されている状況下、神子元島北西方沖において、第十二

興洋丸が西南西進中、日鋼丸が東進中、第十二興洋丸二等航海士が、日鋼丸に対して

レーダーによる見張りを適切に行わず、また、日鋼丸二等航海士が、第十二興洋丸に

対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

 第十二興洋丸二等航海士が、日鋼丸に対してレーダーによる見張りを適切に行って

いなかったのは、日鋼丸が第十二興洋丸の右舷側を通過するものと思い、右舷側を並

走する第三船に注意を向けていたことによるものと考えられる。 

 日鋼丸二等航海士が、第十二興洋丸に対してレーダーによる見張りを適切に行って

いなかったのは、第十二興洋丸と進路が交差する状況となったことを知った際、第十

二興洋丸が間もなく右転するので日鋼丸の左舷側を通過するものと思っていたことに

よるものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 引火性液体物質ばら積船第十二興
こう

洋
よう

丸は、船長ほか５人が乗り組み、霧で視界が制

限された静岡県伊豆半島南端沖を阪神港堺泉北区に向けて西南西進中、貨物船日鋼
にっこう

丸

は、船長ほか４人が乗り組み、千葉県千葉港に向けて東進中、平成２７年４月７日 

０１時３０分ごろ、静岡県下田市神子元島北西方沖において、両船が衝突した。 

 第十二興洋丸には、船首に破口を伴う凹損が生じ、日鋼丸には、左舷船尾部に亀裂

を伴う凹損が生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２７年４月７日、本事故の調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２７年４月１４日、２３日、２７日、６月１５日、１７日、１８日 口述聴

取 

  平成２７年４月１６日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、第十二興洋丸（以下「Ａ船」という。）の船長

（以下「船長Ａ」という。）及び二等航海士（以下「航海士Ａ」という。）並びに日鋼

丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）及び二等航海士（以下

「航海士Ｂ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

    Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、メタクリル酸メチルアル

コール約１,０００ｔを積載し、平成２７年４月６日１７時４０分ごろ、京浜

港川崎区を出港して阪神港堺泉北区に向かった。 
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航海士Ａは、２３時００分ごろ、門脇埼灯台の北東方４海里（Ｍ）付近で、

船長Ａから船橋当直を引き継ぎ、単独で同当直につき、伊豆半島の東岸に 

沿って約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南南西進してい

たところ、７日００時３０分ごろ視程が約０.４Ｍ以下となったことを知った

が、同じ針路及び速力で航行した。 

航海士Ａは、船長Ａが夜間命令簿に視程が３Ｍ以下になる場合は報告するよ

う記載していることを知っていたが、停泊中の荷役や出港作業で疲れている

船長Ａを気遣い、報告を控えることとした。 

航海士Ａは、神子元島北西方沖を針路２５０°（真方位、以下同じ。）で航

行中、石廊埼灯台沖に向けて右転しようとしたところ、Ａ船の右舷正横０.３

Ｍ付近を並走する同航船（以下「第三船」という。）がいたので、右転するこ

とが出来ず、同じ針路及び速力で航行を続けていたとき、ＡＲＰＡ＊1付レー 

ダーで反航するＢ船の映像をほぼ正船首３.０Ｍ付近に初めて認めたので、手

動で同映像を捕捉する操作をした。 

航海士Ａは、Ｂ船がＡ船の右舷側を通過するものと思い、第三船の動きに注

意を向けて航行中、右舷側至近にＢ船の前部マスト灯及び左舷灯を認めた際、

レーダーの見張り警報が作動していなかったので、ＡＲＰＡでＢ船を捕捉し

ていなかったことを知った。 

Ａ船は、右舵一杯として機関を中立運転としたものの、ほぼ同じ速力で、そ

の船首とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、衝突に気付いて昇橋し、ＧＰＳプロッターの表示で、衝突したの

は０１時３０分ごろと確認した。 

航海士Ａは、船長ＡからＢ船との衝突位置をレーダーで確認することを指示

され、神子元島灯台から３０５°２,３００ｍ付近と測定した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人が乗り組み、６日１７時１０分ごろ、

硅
けい

砂約１,５５０ｔを積載し、名古屋港を出港して千葉港に向かった。 

船長Ｂは、平素、視程が２Ｍ以下となれば報告することを船橋当直者に指示

していたが、２３時３０分ごろ、御前埼灯台の南東方１６Ｍ付近で、航海士

Ｂに船橋当直を引き継ぐ際、視界が良かったこと及び航海士Ｂが臨時の乗船

                         
＊1 「ＡＲＰＡ」とは、Automatic Radar Plotting Aids の略記であり、自動衝突予防援助装置をい

い、レーダーで探知した他船の映像の位置の変化をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、

速力、最接近時間、最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近により、

衝突の危険が予測される場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
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である上に船長経験もあったので、視界制限状態となった場合には報告する

よう指示しなかった。 

航海士Ｂは、単独で船橋当直につき、伊豆半島南端沖を約１０.５kn の速力

で東北東進していたところ、７日００時３０分ごろ霧により視界制限状態と

なったことを知った。 

航海士Ｂは、他船での船長経験から、視界制限状態となった場合には船長Ｂ

に報告する必要があることを知っていたが、伊豆半島の東側から南下してく

る船舶と無難に通過することに意識を向けて操船を続けていたので、船長Ｂ

への報告を後回しにすることとした。 

航海士Ｂは、神子元島北西方沖において、伊豆半島の東側を南下してくる船

舶と左舷を対して通過することを繰り返すうちに、予定進路の南側に出てい

たことから、一旦、予定進路の北側に出るため伊豆半島側に寄ることとし、

針路０５７°で北東進していたところ、右舷船首１３°３.４Ｍ付近にＡ船を、

その北側至近に第三船のレーダー映像をそれぞれ初認したものの、ＡＲＰＡ

の使用方法を熟知しておらず、ＡＲＰＡでＡ船を捕捉することができず、プ

ロットの方法も分からなかった。 

Ｂ船は、航海士Ｂが、０１時２７分ごろ、予定進路の北側に出ることができ

たので、予定進路に復帰するため、右転して針路０９０°としたところ、Ａ

船と進路が交差する状況となったことを知ったが、第三船が右転していたの

で、Ａ船も間もなく右転を開始するものと思い、同じ針路及び速力で航行を

続けていたところ、船首至近にＡ船のマスト灯２個及び右舷灯を認めて右舵

一杯とし、右回頭中、Ｂ船がほぼ真南を向いたとき、ほぼ同じ速力で、その

左舷船尾部とＡ船の船首とが衝突した。 

 

本事故の発生日時は、平成２７年４月７日０１時３０分ごろで、発生場所は、神子

元島灯台から３０５°１.２４Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ Ａ船の損傷状況－１、写真２ Ａ船の損傷状況

－２、写真３ Ｂ船の損傷状況－１、写真４ Ｂ船の損傷状況－２ 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 航海士Ａ及び航海士Ｂの口述によれば、両船共に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 航海士Ａ及び航海士Ｂの口述によれば、Ａ船には船首に破口を伴う凹損が、Ｂ船に

は左舷船尾部に亀裂を伴う凹損がそれぞれ生じた。 
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２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状 

   ① 船長Ａ 男性 ５０歳 

五級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 昭和６１年１２月１８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年４月２８日 

       免状有効期間満了日 平成２８年１２月１７日 

   ② 航海士Ａ 男性 ４９歳 

六級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 平成２０年１２月１７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１２月２５日 

       免状有効期間満了日 平成３０年１２月１６日 

   ③ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

四級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 平成１４年１２月２４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年９月１２日 

       免状有効期間満了日 平成２９年１２月２３日 

   ④ 航海士Ｂ 男性 ７４歳 

三級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 昭和５２年４月８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１月２７日 

       免状有効期間満了日 平成３１年４月１５日 

  (2) 主な乗船履歴等 

   船長Ａ 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

学校を卒業後、まき網漁船に約１３年間、内航貨物船に約２１年間乗船し

た。船長職をとってからは約１３年となり、Ａ船には平成１７年の就航時か

ら船長として乗船していた。 

② 健康状態 

     健康状態は良好であり、視力及び聴力は正常であった。 

   航海士Ａ 

    航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

学校を卒業後、東シナ海を漁場とするまき網漁船に乗船し、４２歳頃か
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ら内航タンカーに乗船した。海技免状を取得後は、航海士として乗船し、

Ａ船には平成２３年９月から二等航海士として乗船しており、伊豆半島と

神子元島の間を航行した経験は約１０回であった。 

② 健康状態 

     健康状態は良好であり、視力及び聴力は正常であった。 

   船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

     学校を卒業後、外航貨物船に約３年間乗船したのち、中型まき網漁船に乗

船していた。貨物船の船長職をとってからは約１０年となり、Ｂ船には約１

年前から船長として乗船していた。 

② 健康状態 

     健康状態は普通であり、視力及び聴力は正常であった。 

航海士Ｂ 

    航海士Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

１９歳頃からさけます中積み船に乗船し、同じ船で操業時以外には、石炭

輸送にも従事していた。海技免状を取得後、２３歳頃から近海航路の貨物船

に、その後は、瀬戸内海のフェリーにも乗船し、内航貨物船の船長職をとっ

たこともあった。定年退職後は、休暇取得中の航海士の代理として臨時に乗

船することが多く、Ｂ船には、平成２７年１月に約２週間の乗船経験があっ

たものの、本事故発生日の前日から二等航海士として乗船し、伊豆半島と神

子元島の間を航行するのは、本事故時が２回目であった。 

② 健康状態 

     健康状態は良好であり、視力及び聴力は正常であった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  １４０１４４ 

     船 籍 港  岡山県倉敷市 

     船舶所有 者  興洋海運株式会社 

     船舶管理会社  山根海運株式会社 

     船舶借入 人  株式会社イコーズ（以下「Ａ社」という。） 

     総 ト ン 数  ４９９トン 
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     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ６４.９７ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  ７３５kＷ 

     推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  平成１７年１月１７日 

   (2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  １３６７３１ 

     船 籍 港  兵庫県神戸市 

     船舶所有 者  明和海運株式会社 

     船舶管理会社  エスオーシー物流株式会社 

     船舶借入 人  有限会社六甲船舶（以下「Ｂ社」という。） 

     総 ト ン 数  ４９９トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ７６.２３ｍ×１２.００ｍ×７.０１ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  １,３２３kＷ 

     推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  平成１１年４月１８日 

 

 2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

     航海士Ａの口述によれば、出港時の喫水は、船首約３.２ｍ、船尾約４.５

ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     航海士Ｂの口述によれば、出港時の喫水は、船首約２.６ｍ、船尾約４.０

ｍであった。 

 

 2.5.3 主な航海設備等に関する情報 

   (1) Ａ船 

    ① 航海設備の配置 

      操舵室中央には操舵スタンドがあり、その右舷側にＶＨＦ無線電話（以

下「ＶＨＦ」という。）及び機関テレグラフ、左舷側にレーダーが２台設

置されていた。また、ジャイロコンパス及びサテライトコンパスを装備し

ていた。 
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    ② 航海設備等の状況 

      航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

     ａ 船体、機関等の状況 

       船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、機関をいつでも使用

できる状態であった。 

     ｂ 航海灯の表示状況 

       マスト灯、舷灯一対及び船尾灯を表示していた。 

     ｃ レーダーの使用状況 

       航海士Ａは、２台のレーダーのうち、１台を休止し、操舵スタンドに

近いＡＲＰＡ付レーダーを３Ｍレンジとして針路２５０°でコースアッ

プ＊2とし、オフセンター＊3は使用していなかった。 

③ 操縦性能 

      海上試運転成績書によれば、次のとおりであった。 

  ａ 舵角３５°での旋回性能は、次表のとおりであった。 

  発令からの所要時間 回頭時の速力 

右旋回 

初速１１.１kn 

縦距＊4    ２１６ｍ ４９秒 ８.２kn 

旋回径＊5  ２１３ｍ １分３３秒 ６.０kn 

左旋回 

初速１１.３kn 

縦距      ２２１ｍ ４９秒 ８.１kn 

旋回径    ２２２ｍ １分３４秒 ６.０kn 

 

     ｂ １１.２knの速力で前進中、後進発令後の船体停止までの時間及び停

止距離は、１分５７秒及び３８０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

    ① 航海設備の配置 

      操舵室中央に操舵スタンドがあり、その右舷側にＶＨＦ及び機関テレグ

ラフ、左舷側にＧＰＳプロッター及びＡＲＰＡ付レーダーが２台設置され

ていた。 

                         
＊2 「コースアップ（Course-up）」とは、レーダーの方位指示方式の一つで、設定した針路を画面の

上にする方式をいう。 
＊3 「オフセンター（Off Center）」とは、レーダー画面での自船の位置を針路と反対方向に偏心さ

せ、自船の前方の監視領域を広くする表示方法（偏心指示方式）をいう。 
＊4 「縦距（Advance）」とは、舵を一方にとって回頭を開始し、転舵時の船の重心位置から９０°

回頭したときの、船体重心の原針路上での縦移動距離をいう。 
＊5 「旋回径（Tactical Diameter）」とは、舵を一方にとって回頭を開始し、原針路から１８０°

回頭したときの、船体重心の原針路上からの横移動距離をいう。 
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    ② 航海設備等の状況 

      航海士Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

     ａ 船体、機関等の状況 

       船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、機関をいつでも使用

できる状態であった。 

     ｂ 航海灯の表示状況 

       マスト灯、舷灯一対及び船尾灯を表示していた。 

     ｃ レーダーの使用状況 

       航海士Ｂは、１号機を３Ｍレンジでヘッドアップ＊6とし、オフセン 

ターを使用して中心を約１Ｍ下方に移動させ、２号機を６Ｍレンジで 

ヘッドアップとし、オフセンターを使用して中心を約３Ｍ下方に移動さ

せて表示していた。 

    ③ 操縦性能 

      海上試運転成績書によれば、次のとおりであった。 

  ａ 速力１４.０kn で、舵角３５°として右旋回したときの旋回径は 

２１０ｍ、左旋回したときの旋回径は１８０ｍであった。 

     ｂ １４.０knの速力で前進中、後進発令後の船体停止までの時間及び停

止距離は、１分２８秒及び３５０ｍであった。 

 

２.６ 音響信号に関する情報 

  (1) Ａ船 

    航海士Ａの口述によれば、就寝中の乗組員を気遣い、霧中信号を行っていな

かった。 

  (2) Ｂ船 

    航海士Ｂの口述によれば、就寝中の乗組員を気遣い、霧中信号を行っていな

かった。 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

 2.7.1 気象観測値 

  本事故発生場所の西方約４.５Ｍに位置する石廊崎特別地域気象観測所における

本事故当時の観測値は、次のとおりであった。 

  ０１時３０分 風向 東北東、風速 ２.７m/s、降水量 ０.０mm 

                         
＊6 「ヘッドアップ（Heading-up）」とは、レーダーの方位指示方式の一つで、船首方向を画面の上

にする方式をいう。 
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気温 １６.９℃ 

  本事故当時、気象注意報等の発表はなかった。なお、７日０２時３４分に下田市

に濃霧注意報が発表された。 

 

 2.7.2 潮汐 

  海上保安庁刊行の潮汐表によれば、本事故当時、本事故発生場所北方約５Ｍの下

田市下田港における潮汐は、上げ潮の初期であった。 

 

 2.7.3 乗組員の観測 

   (1) 航海士Ａの口述によれば、天気は霧、風向は西南西、風速は約３m/sであ

り、視程は約０.３～０.４Ｍであった。 

   (2) 航海士Ｂの口述によれば、天気は霧、風はほとんどなく、視程は約５０ｍ

であった。 

 

２.８ 船舶の運航管理等に関する情報 

  (1) Ａ船 

① Ａ社の安全管理規程に定める運航基準によれば、船長は、航行中、周囲

の視程に関する情報を確認し、視程が１,０００ｍ以下と認めるときは、当

直体制の強化及びレーダーの有効利用を図るとともにその時の状況に適した

安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は経路変更の措置をとら

なければならないと定められていた。 

② Ａ社の運航管理者の口述によれば、月に１回、Ａ船を訪船して安全会議

を開いて事故例などを紹介し、事故発生防止のための啓蒙を行っていた。 

  (2) Ｂ船 

① Ｂ社の安全管理規程に定める運航基準によれば、船長は、航行中、周囲

の視程に関する情報を確認し、視程が１,０００ｍ以下と認めるときは、当

直体制の強化及びレーダーの有効利用を図るとともにその時の状況に適した

安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は経路変更の措置をとら

なければならないと定められていた。 

② Ｂ社の運航管理者の口述によれば、年に６回から７回、Ｂ船の阪神港寄

港に合わせて訪船し、安全会議を開いて事故例などを紹介し、事故発生防止

のための啓蒙を行っていた。 
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

① Ａ船は、航海士Ａが単独で操船に当たり、伊豆半島の東岸に沿って約 

１０knの速力で南南西進していたところ、００時３０分ごろ、霧により視

界制限状態となったが、同じ針路及び速力で航行した。 

② Ａ船は、神子元島北西方沖を西南西進中、航海士Ａが右舷側至近にＢ船

を認めて右舵一杯及び機関を中立運転としたものの、Ｂ船と衝突した。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、航海士Ｂが単独で操船に当たり、伊豆半島南端沖を約１０.５

knの速力で東北東進していたところ、００時３０分ごろ、霧により視界制

限状態となったが、同じ速力で航行した。 

② Ｂ船は、伊豆半島の東側を南下してくる船舶と左舷を対して通過するこ

とを繰り返すうちに、予定進路の南側に出ていたことから、一旦、予定進

路の北側に出るため、針路０５７°として航行中、予定進路の北側に出る

状況となった。 

③ Ｂ船は、０１時２７分ごろ、予定進路に復帰するため、右転して針路 

０９０°としたのち、航海士Ｂが船首至近にＡ船を認めて右舵一杯とした

ものの、Ａ船と衝突した。 

 

3.1.2 衝突の状況 

  ２.１及び２.３から、Ａ船は、右回頭中、速力約１０.０knで、Ｂ船は、右回頭

中、速力約１０.５knで、Ａ船の船首とＢ船の左舷船尾部とが衝突したものと考え

られる。 

  

3.1.3 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成２７年４月７日０１時３０分ごろであり、

発生場所は、神子元島灯台から３０５°１.２４Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.4 損傷の状況 

  ２.３から、Ａ船には船首に破口を伴う凹損を、Ｂ船には左舷船尾部に亀裂を伴

う凹損をそれぞれ生じたものと考えられる。 
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3.1.5 死傷者等の状況 

  ２.２から、Ａ船及びＢ船共に死傷者はいなかったものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４から、次のとおりであった。 

    ① Ａ船 

      航海士Ａは、適法で有効な海技免状を有していた。また、本事故当時、

健康状態は良好であったものと考えられる。 

② Ｂ船 

航海士Ｂは、適法で有効な海技免状を有していた。また、本事故当時、

健康状態は良好であったものと考えられる。 

   (2) 船舶 

     2.5.3から、次のとおりであったものと考えられる。 

    ① Ａ船 

      船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、法定の灯火を表示して

いた。 

② Ｂ船 

      船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、法定の灯火を表示して

いた。 

 

 3.2.2 気象及び海象の状況 

  ２.７から、本事故発生場所付近では、天気は霧、東北東の風、風力２、視程は

約０.４Ｍであり、潮汐は上げ潮の初期であったものと考えられる。 

 

 3.2.3 レーダーによる見張り及び操船の状況 

  ２.１、２.６、２.８及び3.1.1から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

① 航海士Ａは、００時３０分ごろ、霧により視界制限状態となったことを

知ったものと考えられる。 

② 航海士Ａは、船長Ａが夜間命令簿に視程が３Ｍ以下になる場合は報告す

るよう記載していたことを知っていたが、停泊中の荷役や出港作業で疲れ

ている船長Ａを気遣い、視界制限状態となったことを報告せず、就寝中の

乗組員を気遣い、霧中信号を行わなかった可能性があると考えられる。 
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③ 航海士Ａは、ＡＲＰＡ付レーダーで反航するＢ船をほぼ正船首３.０Ｍ

付近に初めて認めて捕捉を試みたがＢ船がＡ船の右舷側を通過するものと

思い、Ａ船の右舷正横０.３Ｍ付近を並走する第三船の動きに注意を向け、

Ｂ船に対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったことから、

Ｂ船の捕捉に失敗していたことも、Ｂ船と接近していることにも気付かな

かったものと考えられる｡ 

④ Ａ船は、航海士Ａが船長Ａに視界制限状態となったことを報告し、運航

基準にある当直体制の強化として見張り員を配置していれば、本事故の発

生を防止できた可能性があると考えられる。 

(2) Ｂ船      

① 航海士Ｂは、００時３０分ごろ、霧により視界制限状態となったことを

知ったものと考えられる。 

② 船長Ｂは、平素、視程が２Ｍ以下となれば報告することを船橋当直者に

指示していたが、２３時３０分ごろ、航海士Ｂに船橋当直を引き継ぐ際、

視界が良かったこと及び航海士Ｂが臨時の乗船である上に船長経験もあっ

たことから、視界制限状態となった場合には報告することを航海士Ｂに指

示していなかったものと考えられる。 

③ 航海士Ｂは、他船での船長経験から、視界制限状態となった場合には船

長Ｂに報告する必要があることを知っていたが、伊豆半島の東側から南下

してくる船舶と無難に通過することに意識を向けて操船を続けていたこと

から、船長Ｂへの報告を後回しにし、また、就寝中の乗組員を気遣って霧

中信号を行わなかったものと考えられる｡ 

④ 航海士Ｂは、針路０５７°で北東進中、ＡＲＰＡ付レーダーで、右舷船

首１３°３.４Ｍ付近にＡ船を認めたものの、ＡＲＰＡの使用方法を熟知

しておらず、ＡＲＰＡでＡ船を捕捉することができず、また、プロットの

方法も分からなかったものと考えられる。 

⑤ 航海士Ｂは、０１時２７分ごろ、予定進路に復帰するため、右転して針

路０９０°とし、Ａ船と進路が交差する状況となったことを知ったが、Ａ

船と並走する第三船が右転したのでＡ船が間もなく右転を開始してＢ船の

左舷側を通過するものと思い、Ａ船に対してレーダーによる見張りを適切

に行っていなかったことから、Ａ船が同じ針路及び速力で接近してくるこ

とに気付かなかったものと考えられる。 

⑥ Ｂ船は、航海士Ｂが船長Ｂに視界制限状態となったことを報告し、運航

基準にある当直体制の強化として見張り員を配置していれば、本事故の発

生を防止できた可能性があると考えられる。 
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3.2.4 事故発生に関する解析 

3.1.1～3.1.3及び3.2.3から、次のとおりであった。 

(1) 船長Ｂは、平素、視程が２Ｍ以下となれば報告することを船橋当直者に

指示していたが、２３時３０分ごろ、航海士Ｂに船橋当直を引き継ぐ際、視

界が良かったこと及び航海士Ｂが臨時の乗船である上に船長経験もあったこ

とから、視界制限状態となった場合には報告するよう指示しなかったものと

考えられる。 

(2) 航海士Ａは、００時３０分ごろ、霧により視界制限状態となったことを

知り、船長Ａが夜間命令簿に視程が３Ｍ以下になる場合は報告するよう記載

していたことを知っていたが、停泊中の荷役や出港作業で疲れている船長Ａ

を気遣い、視界制限状態となったことを報告しなかったものと考えられる。 

(3) 航海士Ｂは、００時３０分ごろ、霧により視界制限状態となったことを

知り、他船での船長経験から、視界制限状態となった場合には船長Ｂに報告

する必要があることを知っていたが、伊豆半島の東側を南下してくる船舶と

無難に通過することに意識を向けて操船を続けていたことから、船長Ｂへの

報告を後回しにしたものと考えられる｡ 

(4) Ａ船及びＢ船は、視界制限状態となっても、両船とも当直者が就寝中の

乗組員を気遣って霧中信号を行わず、減速をしなかったものと考えられる。 

(5) 航海士Ｂは、伊豆半島の東側を南下してくる船舶と左舷を対して通過す

ることを繰り返すうちに、予定進路の南側に出ていたことから、一旦、予定

進路の北側に出るため、針路０５７°で航行中、ＡＲＰＡ付レーダーで、右

舷船首１３°３.４Ｍ付近にＡ船を探知したものの、ＡＲＰＡの使用方法を

熟知しておらず、ＡＲＰＡでＡ船を捕捉できなかったものと考えられる。 

(6) 航海士Ａは、ＡＲＰＡ付レーダーで反航するＢ船の映像をほぼ正船首 

３.０Ｍ付近に初めて認めたものの、Ｂ船がＡ船の右舷側を通過するものと

思い、その後はＡ船の右舷正横を並走する第三船の動きに注意を向け、Ｂ船

に対するレーダーによる見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船と

接近していることに気付かなかったものと考えられる｡ 

(7) 航海士Ｂは、予定進路の北側に出る状況となったので、０１時２７分ご

ろ、予定進路に復帰するため、右転して針路０９０°とし、Ａ船と進路が交

差する状況となったことを知ったが、Ａ船と並走する第三船が右転したので

Ａ船が間もなく右転を開始してＢ船の左舷側を通過するものと思い、Ａ船に

対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船が同

じ針路及び速力で接近してくることに気付かなかったものと考えられる｡ 

(8) ０１時３０分ごろ、Ａ船の船首とＢ船の左舷船尾部とが衝突したものと
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考えられる。 

(9) 両船は、航海士Ａが船長Ａに、航海士Ｂが船長Ｂに、それぞれ視界制限

状態となったことを報告し、運航基準にある当直体制の強化として見張り員

を配置していれば、本事故の発生を防止できた可能性があると考えられる。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、霧で視界が制限されている状況下、神子元島北西方沖において、Ａ船が

西南西進中、Ｂ船が東進中、航海士Ａが、Ｂ船に対してレーダーによる見張りを適切

に行わず、また、航海士Ｂが、Ａ船に対してレーダーによる見張りを適切に行ってい

なかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 航海士Ａが、Ｂ船に対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、

Ｂ船がＡ船の右舷側を通過するものと思い、右舷側を並走する第三船に注意を向けて

いたことによるものと考えられる。 

 航海士Ｂが、Ａ船に対してレーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、

Ａ船と進路が交差する状況となったことを知った際、Ａ船が間もなく右転するのでＢ

船の左舷側を通過するものと思っていたことによるものと考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

 本事故は、霧で視界が制限されている状況下、神子元島北西方沖において、Ａ船が

西南西進中、Ｂ船が東進中、航海士Ａ及び航海士Ｂが、共にレーダーによる見張りを

適切に行わずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 したがって、同種事故の再発防止のためには、次のことが考えられる。 

(1) 安全管理規程の運航基準を遵守すること。 

(2) 操船者は、そのときの状況に適した全ての手段により、常時適切な見張りをす

ること。 

(3) 視界制限状態における航法を遵守すること。 

(4) 船内において、航海計器の取扱いに慣れた乗組員によるＡＲＰＡ付レーダーの

適切な使用に関する教育を充実させること。 



 

 

-
 
1
5
 
- 

  付図１ 推定航行経路図 
 
 

事故発生場所 

（平成２７年４月７日 ０１時３０分ごろ発生） 

01 時 27 分ごろ 
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写真１ Ａ船の損傷状況－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船首の破口を伴う凹損 

 

写真２ Ａ船の損傷状況－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船首楼の様子 
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写真３ Ｂ船の損傷状況－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

亀裂を伴う凹損 

写真４ Ｂ船の損傷状況－２ 

 

 

 

 

 

 

亀裂を伴う凹損 

                                 


